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● 屋外環境整備事業　その 2

　１９９０年代、多くの団地で駐車場不足が顕在化し、こ

れを増設する動きが活発化した。

　マイカー保有率が上昇し、敷地内通路や歩道、プレイ

ロットなどに駐車違反が後を絶たず、団地の安全性を脅

かし屋外環境を悪化させ、救急車や消防車の活動が妨げ

られるなどの問題が発生した。

　１９９３年、多摩ニュータウン永山の団地管理組合から

駐車場増設の計画・設計の依頼を受けた。

　入居後１３年目で、第１回目の大規模修繕業務が完了

した後の時期であった。

　この団地は、７棟１７８戸に対して１０６台分の駐車場があり、

一家に１台、自家用車を保有すると、７２台分の車庫証明が発

行できなかった。

　１００％の駐車場確保を目標に計画を始めた。敷地内に

駐車場を増設するには次の方法が考えられた。

　プレイロットや専用庭を駐車場に変更すると７２台分

の車室確保に及ばず、専用庭の既得権を犯す問題もあっ

た。

　既存駐車場の車室の地下に２～３段のピットを掘り、

機械式駐車装置を設置する方法がある。

　また既存の駐車場全体を自走式の立体駐車場に造りか

える２階建て案がある。

　機械式駐車装置は自走式立体駐車場より工事費や竣工

後の維持管理費が高額で耐久性は短い。

　自走式立体駐車場はイニシャルコストやランニングコ

ストは廉価で耐久性も永いが、建築確認申請や一団地変

更申請などが必要となる。

　１９９４年の総会で自走式立体駐車場を建設することを

決議し、翌年に高低測量や地盤調査を行い計画・設計業

務に着手し、「一団地の建築物認定申請」「宅地造成許可申

請（擁壁／排水）」「建築確認申請」を行った。

　当時、駐車場の専門メーカーは未発達で、認定工法や

型式認定品の性能やコストを比較検討し施工会社を決定

する状況にはなかった。

　構造設計は外部委託し、実施設計まで受託した。駐輪

場やプレイロットなどの屋外工作物の修繕設計も合わ

せ、屋外設計を総合的に実施した。

　実施設計段階で管理組合から「駐車場に防水をするの

は勿体ない」との意見があり、この意見を受けて防水工

事を行なわず、密実な固練りコンクリートを打設し「強

化防水コンクリート工法を特記し、１０年保証を条件に

請負社選定にかけた。

　実際には排煙面積を確保するため、屋根スラブに６ｍ

角・３ヵ所の開口をあけ、床面にグレージングを置き走

行可能とした。

　１９９６年に設計は完了し数社から見積を取り、約半年

の工事期間で無事、完了した。

高耐久躯体の駐車場と団地の将来像
　後日、多摩市議会議員と称する居住者の訪問を受けた。

「下階の車に滴が垂れ、汚したので弁償しろ」との要求で

あった。

　設計の経緯と施工会社への発注条件を説明し、建築家

賠償保険の適応を申請した。排煙開口が大きく、窓サッ

シがないので雨水の侵入を防げず、建築家賠償になじま

ないので保険対象から除外された。

　竣工後２０年以上経過した現在、この駐車場スラブ上

にウレタン塗膜防水が施工されていた。

　居住者の高齢化に伴い手放す車が増え、当初目標にし

た保有率を大幅に下回りつつある。

　打放し仕上の躯体はクラックや鉄筋露筋は全く見られ

ず、住棟より長期の耐久性を予測させる。

　外壁塗装が繰り返される住棟よりも、利用率が低下し

た駐車場が長持ちするようであれば、この団地の将来は

如何なってしまうのか？

　居住者も住棟も高齢化し、がら空きの駐車場が生き残

るニュータウンの衰退過程に対し団地再生のイメージの

提起が求められている。

みき・てつ
㈲共同設計・五月社一級建築士事務所顧問。1943年生まれ。

ＵＲＤ・建築再生総合設計協同組合・管理建築士。

建築家がメンテナンスを手がけることなど考えられなかった

時代から「改修」に携わり、30 年以上にわたって同分野を

開拓し続けてきたパイオニア。
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2 階建ての高耐久コンクリート造 ･自走式駐車場。


